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平成２９年第１回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    平成２９年３月２日（木）午前１０時開会 

 日程第 １．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ３．議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ４．議案第 ２号 牛久市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の

一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第 ３号 牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 日程第 ６．議案第 ４号 牛久市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第 ７．議案第 ５号 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ８．議案第 ６号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９．議案第 ７号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 日程第１０．議案第 ８号 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

 日程第１１．議案第 ９号 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第１２．議案第１０号 牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 日程第１３．議案第１１号 平成２８年度牛久市小規模水道事業特別会計予算 

 日程第１４．議案第１２号 平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

 日程第１５．議案第１３号 平成２８年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

 日程第１６．議案第１４号 平成２８年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第１７．議案第１５号 平成２８年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１８．議案第１６号 平成２８年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第１９．議案第１７号 平成２８年度牛久市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１

号） 



 

 日程第２０．議案第１８号 平成２８年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号） 

 日程第２１．議案第１９号 平成２９年度牛久市一般会計予算 

 日程第２２．議案第２０号 平成２９年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第２３．議案第２１号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第２４．議案第２２号 平成２９年度牛久市青果市場事業特別会計予算 

 日程第２５．議案第２３号 平成２９年度牛久市小規模水道事業特別会計予算 

 日程第２６．議案第２４号 平成２９年度牛久市介護保険事業特別会計予算 

 日程第２７．議案第２５号 平成２９年度牛久市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第２８．議案第２６号 平成２９年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第２９．議案第２７号 牛久市道路線の認定について 

 日程第３０．議案第２８号 牛久市道路線の路線変更について 

 日程第３１．予算特別委員会の設置について 

 日程第３２．議案第２９号 牛久市等公平委員会委員の選任について 

 日程第３３．意見書案第１号 年金の最低保障機能の強化等を求める意見書の提出について 

 日程第３４．意見書案第２号 児童扶養手当の拡充を求める意見書の提出について 

 日程第３５．意見書案第３号 子どもの医療費助成事業の拡充を求める意見書の提出につい

て 

 日程第３６．意見書案第４号 「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」創設に反対する意見書

の提出について 

 日程第３７．休会の件 



 

午前１０時００分開会 

○議長（市川圭一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、平成２９年第１回

牛久市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（市川圭一君） 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、６番山本伸子君、

７番杉森弘之君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 まず、今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第１号ないし議案第２９号の２９件、

意見書案第１号ないし意見書案第４号の４件、請願第１号の１件であります。 

 なお、今期定例会において本日までに受理した請願は、お手元に配付のとおり所管の常任委

員会に付託いたしましたから、報告いたします。 

 次に、市長から地方自治法第１８０条第１項の規定により、報告第１号の１件の専決処分に

ついて報告がありましたので、その写しをもって報告済みといたします。 

 次に、牛久市議会会議規則第１６６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣いた

しましたので報告いたします。 

 次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、お手元

に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定について 

 

○議長（市川圭一君） お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月２４日までの

２３日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月２４日までの２

３日間と決定いたしました。 



 

 次に、日程第３、議案第１号ないし日程第３０、議案第２８号の２８件を一括議題といたし

ます。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第 ２号 牛久市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 議案第 ３号 牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ４号 牛久市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ５号 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

 議案第 ６号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ７号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 議案第 ８号 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第 ９号 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 議案第１０号 牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 議案第１１号 平成２８年度牛久市小規模水道事業特別会計予算 

 議案第１２号 平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

 議案第１３号 平成２８年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第１４号 平成２８年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 議案第１５号 平成２８年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１６号 平成２８年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第１７号 平成２８年度牛久市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１８号 平成２８年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１９号 平成２９年度牛久市一般会計予算 

 議案第２０号 平成２９年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算 

 議案第２１号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計予算 

 議案第２２号 平成２９年度牛久市青果市場事業特別会計予算 

 議案第２３号 平成２９年度牛久市小規模水道事業特別会計予算 

 議案第２４号 平成２９年度牛久市介護保険事業特別会計予算 



 

 議案第２５号 平成２９年度牛久市工業用地造成事業特別会計予算 

 議案第２６号 平成２９年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 議案第２７号 牛久市道路線の認定について 

 議案第２８号 牛久市道路線の路線変更について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 改めまして、おはようございます。 

 本日、平成２９年第１回牛久市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれま

しては御出席を賜り、ここに開会できますことを心から感謝申し上げる次第でございます。 

 本定例会に提出いたしました議案は、平成２９年度一般会計、特別会計予算案を初め、専決

処分の承認、条例の改正、平成２８年度牛久市小規模水道事業特別会計予算及び各会計補正予

算、道路の認定及び路線変更、並びに人事案件等で、全部で２９件であります。 

 これら議案の説明に先立ち、平成２９年度当初予算編成の基本的な考え方について御説明申

し上げます。 

 これまで一貫して成長を続けてきた本市も、全国的な人口動態の影響は免れず、さらにイズ

ミヤ牛久店が２月１日をもって撤退した事実は、地域経済を初めとしたまちづくりの上で深刻

な問題となっております。 

 こうした問題に対し、横綱・稀勢の里関のように、決して逃げることなく真正面からぶつか

り、しっかりと対処するとともに、魅力を高めるための新たな取り組みを怠ることなく一歩一

歩確実に歩み続けてまいりたいと考えております。 

 こうした中、平成２９年度予算編成に当たりましては、これまでの取り組みをただ踏襲する

だけでなく、牛久市で生活する市民、活動する企業や団体、牛久市に携わる全ての人が「将来

に希望を持てるまちづくり」に重点を置いてまいります。 

 まず、「生涯活躍のまちを支える取り組み」につきましては、糖尿病連携手帳の配布による

関係機関の情報共有促進、医療機関での健診費用助成制度の改善、歯周病予防、口腔機能を向

上する教室開催等による医療費削減を図ってまいります。 

 第２に「安心した出産と、子育て負担の軽減するための取り組み」としまして、これまでの

妊婦健診に加え、出産後のお母さんに２回の健康診査を行うなどして、きめの細かい支援を行

ってまいります。 

 第３に「地域経済の活性化・経済循環の取り組み」としまして、商工会の支援を強化し、商

工会主体の中小企業活性化事業（まちゼミ・見本市・就職フェア）等の新規事業の開催支援を



 

行ってまいります。 

 第４に、「観光資源を活用した活性化への取り組み」としまして、シャトーカミヤの「日本

遺産」認定を目指し、貴重な文化財を生かして当市の歴史的魅力を国内外に発信してまいりま

す。 

 そして、「再び転入超過の波を呼び込むまちの整備」としまして、ひたち野うしく地区の中

学校建設、牛久運動公園での武道場建設及びひたち野地区での住宅供給について調査検討をし

てまいります。 

 これら５つの分野において、積極的な取り組みを行うことを念頭に、一般会計が前年度比０．

８％増の２５６億１，０００万円、全会計では前年度比０．４％増の４４３億５，１００万円

の平成２９年度予算案を編成いたしました。 

 まず、一般会計当初予算のうち歳入の主なものといたしましては、市税は、個人市民税にお

いて所得水準に一部回復の傾向が見られることから増収を見込み、前年度比１．９％、約２億

１，８００万円増の１１７億５，１００万円となっております。 

 国庫支出金は、清掃工場延命化事業に対する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金や、障

害者給付に対する国庫負担金等において増額となる一方で、グリーンプランパートナーシップ

事業の終了等に伴い、全体では４．６％、約１億８，１００万円減の３７億７，０００万円、

繰入金のうち財政調整基金は２５．４％、約１億１，９００万円減の３億５，０００万円、繰

越金は３３．３％、１億円増の４億円、市債は１０．０％、１億８，６００万円増の約２０億

４，９００万円となっております。 

 次に、歳出の主なものといたしまして、総務費は、未利用財産売却見込み分５，０００万円

の財政調整基金の積み立て等に伴い３．９％、約１億１，３００万円増の３０億７００万円。 

 民生費は、障害者及び障害児給付費、国民健康保険事業特別会計繰出金等の増額に伴い７．

３％、約６億６，９００万円増の９８億５，７００万円となっております。 

 衛生費は、清掃工場延命化事業の増に加え、新たに糖尿病対策、歯周病予防、健康診査受診

の勧奨策等に取り組む一方で、二酸化炭素排出抑制対策事業補助金を活用した牛久市役所本庁

舎等の空調機更新事業の終了等に伴い１３．７％、約４億７，３００万円減の２９億８，８０

０万円となっております。 

 土木費は、前年度比３．１％、約７，８００万円減の２４億９００万円で、これまで進めて

きた市道２３号線の整備、通学路の安全確保及び奥野地区の市道整備に取り組むほか、エスカ

ードビルの利活用、ひたち野地区の住宅供給等についての検討も行ってまいります。 

 教育費は、ひたち野うしく地区への中学校建設事業費等の計上により３．２％、約１億６０

０万円増の３４億５，６００万円となっております。 



 

 また、性質別の歳出状況では、扶助費が、民生費と同様に障害者及び障害児給付費等の増額

に伴い７．７%、約４億４，２００万円増の６１億９，３００万円、繰出金につきましては、

国民健康保険事業特別会計繰出金の増額等に伴い５．８％、約１億６，３００万円増の２９億

８，９００万円となっております。 

 次に、特別会計につきましては、７会計合わせて総額１８７億４，１００万円となっており、

前年度比０．２％、３，７００万円の減額となっております。 

 まず、国民健康保険事業特別会計につきましては、保険給付費の増加により前年度比０．

８％、７，８００万円増の１０１億２，４００万円、公共下水道事業特別会計につきましては、

下水道建設事業費の減額により９．６％、２億４，２００万円減の２２億８，８００万円、青

果市場事業特別会計につきましては、青果市場運営経費の増額により５．０％、１００万円増

の２，１００万円、介護保険事業特別会計につきましては、地域支援事業費の増加に伴い０．

７％、３，３００万円増の４８億６，０００万円、後期高齢者医療事業特別会計につきまして

は、保険給付費の増加により７．７％、１億３００万円増の１４億４，８００万円となってお

ります。 

 以上が、平成２９年度予算案の概要であります。 

 現在の牛久市の状況を考えますと、イズミヤ牛久店の撤退に加え、人口減少の影が着実に迫

っており、大変厳しい状況であると言わざるを得ません。人口減少が到来した場合の政策の立

案も念頭に置かなければならないと考えております。 

 このような状況に対して、後手に回り、守りに忙殺されていては「将来に希望を持てるまち

づくり」の実現は不可能であります。先手を打った対応をすることはもとより、牛久市の魅力

を高めるための攻めの取り組みについても積極的かつスピード感を持って臨んでまいりたいと

思います。議員各位の皆様におきましても、一層のお力添えをお願いいたします。 

 それでは、人事案件を除く議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案第１号は、専決処分の承認を求めることについてございます。 

 本件は、平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第６号）でありまして、既定の予算額に１，

３３０万円を追加し、予算の総額を２８８億６，８４５万５，０００円とするもので、去る２

月１８日に行われました稀勢の里関祝賀イベントの開催に対する補助金の計上であり、市議会

を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分と

いたしましたので、その承認を求めるものでございます。 

 議案第２号は、牛久市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正す

る条例であります。 

 本件は、育児休業、介護休業等の育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改



 

正に伴い、介護休暇の分割及び介護時間の新設について改正をするものであります。 

 議案第３号は、牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、

議案第４号は、牛久市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、介護休暇の分割及び介護時

間の新設並びに育児休業等に係る子の範囲の拡大について改正するものであります。 

 議案第５号は、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例であります。 

 本件は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員の報酬額を改めるもの及び農地

利用最適化推進委員の報酬額を定めるもの、並びに新たに認知症初期集中支援チーム検討委員

会を設置することに伴い、委員の報酬額を定めるものであります。 

 議案第６号は、牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 本件は、人事院勧告に基づき、扶養手当の月額について、配偶者及び配偶者がない場合の父

母等にあっては平成２９年度から段階的に減額し、子にあっては同じく段階的に増額するもの

であります。 

 議案第７号は、牛久市税条例等の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、地方税法の改正に伴い、個人市民税の住宅ローン控除の適用期限を延長する改正、

法人の市民税の税率を引き下げる改正及び軽自動車税の環境性能割を創設する改正、並びに引

用条項の修正を行うものであります。 

 議案第８号は、牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例であります。 

 本件は、さくら台児童クラブの廃止に伴う開級日等の改正並びに児童クラブにおいて行って

いる間食費及び児童消耗品費の徴収等の会計処理を市の一般会計に計上して執行するため、必

要な事項を定めるものであります。 

 議案第９号は、牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、放課後児童対策支援員の資格要件に、義務教育学校教諭の資格を有する者を加える

ものであります。 

 議案第１０号は、牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例であります。 

 本件は、介護保険法施行規則の改正に伴い、関連する条項を改正するものであります。 

 議案第１１号は、平成２８年度牛久市小規模水道事業特別会計予算であります。 



 

 本件は、小規模水道維持管理基金の預金利子が発生したことから、歳入歳出予算の計上を行

うものであります。 

 議案第１２号から議案第１８号までは、平成２８年度一般会計及び各特別会計の補正予算で

ありまして、それぞれの最終予算として計上するものであります。 

 議案第１２号は、平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第７号）でありまして、既定の予

算額から６億８，２０１万７，０００円を減額し、予算の総額を２８１億８，６４３万８，０

００円とするもので、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債について

補正するものであります。 

 なお、本件におきましては、国の経済対策事業として、牛久運動公園武道場建設事業の追加

採択がなされたことから、平成２９年度実施予定事業の一部を前倒しし、予算計上を行ってお

ります。 

 まず、第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳入の主なものといたしまして、国庫支出金につ

きましては、牛久運動公園武道場建設事業に対する学校施設環境改善交付金の新規計上及び本

年度交付見込みに伴う私立幼稚園運営費負担金、社会資本整備総合交付金等の減額計上であり

ます。 

 県支出金につきましては、牛久運動公園武道場建設事業に対する国民体育大会市町村競技施

設整備費補助金の新規計上及び本年度交付見込みに伴う畜産競争力強化対策整備事業費補助金

等の減額計上であります。 

 繰入金につきましては、今回の補正予算調製を行った結果、余剰分を財政調整基金に繰り戻

すものであります。 

 歳出の主なものとしまして、民生費つきましては、民間事業者が行う介護拠点整備に対する

補助等の増額計上及び本年度執行見込みに伴う民間保育園の運営支援の減額計上であります。

また、民間保育園の建設支援につきましては、民間事業者において本年度中の着手が困難であ

ることから、本年度予算から全額を減額し、平成２９年度予算案に全額組み込んでいるもので

あります。 

 農林水産業費につきましては、民間事業者が行う畜産競争力強化対策整備事業において、事

業計画の変更がなされたことに伴う補助金の減額計上等であります。 

 教育費につきましては、国の経済対策事業として採択を受けた牛久運動公園武道場建設事業

の新規計上及び本年度執行見込みに伴う民間幼稚園の運営支援費等の減額計上であります。 

 なお、牛久運動公園武道場建設事業につきましては、完成までに期間を要することから、平

成３０年度までの継続事業として継続費の設定を行っております。 

 また、総務費の財政調整基金において６，７２９万１，０００円の財政調整基金積立金の計



 

上を行っております。 

 積立金のうち１，７２９万１，０００円につきましては、本年度に行った未利用財産の売却

収入分の積み立てであり、ひたち野うしく地区への中学校建設を初め、今後想定される大型の

投資事業の財源確保のため積み立てるものであります。 

 次に、５，０００万円につきましては、本補正予算調整に当たり生じた余剰金の一部を空き

家対策に充てるための財源として一時的に財政調整基金に積み立てるものであります。 

 空き家対策につきましては、市としてどのように対策を進めるか、またどのような活用方策

があるか、あるいはどのような支援ができるのかという点をまさに今検討しているところであ

りますが、先に財源を確保しておくことでスムーズに事業に着手することができることから、

本補正予算において積み立てるものであります。なお、空き家に対する取り組みにつきまして

は、速やかに方向性を決定するとともに積極的に取り組んでまいります。 

 第２表の継続費補正につきましては、国の経済対策事業として実施する牛久運動公園武道場

建設事業の追加、並びに清掃工場延命化事業の総額及び平成２９年度以降の年割額の変更を行

うものであります。 

 第３表の繰越明許費補正につきましては、１６事業について本年度内に事業の完了ができな

い見込みから、予算を翌年度に繰り越して使用するため設定するものであります。 

 第４表の債務負担行為の補正は、平成２９年４月１日から履行を求める業務等において新た

に設定するものであります。 

 第５表の地方債補正は、国の経済対策事業として実施する武道場整備事業債等の追加及び執

行見込み額の変更等に伴う限度額の減額であります。 

 議案第１３号は、平成２８年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）であり

まして、既定の予算額から６９３万５，０００円を減額し、予算の総額を１００億１，４５０

万６，０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、国民健康保険税につきましては、

退職被保険者等国民健康保険税の減額計上であり、繰入金につきましては一般会計繰入金の減

額計上であります。 

 歳出の主なものといたしましては、保健事業費等の減額計上であります。 

 議案第１４号は、平成２８年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でありま

して、既定の予算額から２，５１９万円を減額し、予算の総額を２６億２，２１１万４，００

０円とするもので、歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、国庫補助金につきましては社会資

本整備総合交付金の減額、繰入金につきましては一般会計繰入金の減額計上であります。 



 

 歳出といたしまして、下水道管理費につきましては霞ケ浦常南流域下水道維持管理費負担金

等の減額計上であります。 

 第２表の繰越明許費の補正は、１１事業について本年度内に事業の完了ができない見込みか

ら、予算を翌年度に繰り越して使用するため設定するものであります。 

 第３表の地方債補正は、国庫補助金の収入見込み額及び執行見込み額の変更等に伴う限度額

の増額であります。 

 議案第１５号は、平成２８年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第２号）でありまし

て、既定の予算額から１５８万４，０００円を減額し、予算の総額を１，８４１万６，０００

円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、使用料及び手数料につきましては

青果市場販売手数料の減額、繰入金につきましては一般会計繰入金の減額計上であります。 

 歳出といたしましては、青果市場運営費等の減額計上であります。 

 議案第１６号は、平成２８年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）でありまし

て、既定の予算額から２億１，６５０万４，０００円を減額し、予算の総額を４９億７，７７

２万２，０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算補正のうち、歳出といたしましては、本年度執行見込みに伴う保険給

付費及び地域支援事業費の減額であり、歳入といたしましては、歳出予算の減額に伴う各歳入

負担費目の減額計上であります。 

 議案第１７号は、平成２８年度牛久市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号）であり

まして、既定の予算額に１万円を追加し、予算の総額を１，００１万円とするもので、歳入歳

出予算について補正するものであります。 

 本件につきましては、企業誘致事業等推進基金預金利子が発生したことから、歳入歳出それ

ぞれに利子収入、利子積立金を増額計上するものであります。 

 議案第１８号は、平成２８年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）であ

りまして、既定の予算額に４，７１６万８，０００円を追加し、予算の総額を１４億３，５０

０万４，０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 本件につきましては、本年度の保険料収入見込みが増額となったことから、後期高齢者医療

保険料納付金の増額計上等を行うものであります。 

 議案第２７号は、牛久市道路線の認定についてであります。 

 本件は、開発行為による８路線、道路整備事業による２路線、道路寄附による１路線の合わ

せて１１路線を認定するものであります。 

 議案第２８号は、牛久市道路線の路線変更についてであります。 



 

 本件は、土地改良事業による１路線、道路整備事業による１路線の合わせて２路線を路線変

更するものであります。 

 以上が、平成２９年度各会計予算並びに条例の制定及び改正、平成２８年度特別会計予算及

び補正予算の概要等であります。詳細につきましてはお手元の議案書等により御審議の上、適

切なる議決を賜りますようお願いいたします。 

○議長（市川圭一君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 予算特別委員会の設置について 

  

○議長（市川圭一君） 次に、日程第３１、予算特別委員会の設置についてお諮りいたします。 

 今期定例会に上程されております議案第１９号ないし議案第２６号の８件を審査するため、

委員会条例第６条の規定により、１１人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、１１人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置することに決定いたしました。 

 ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長において、１番藤田尚美議員、５番長田麻美議員、６番山本伸子議員、８

番須藤京子議員、９番黒木のぶ子議員、１０番甲斐徳之助議員、１１番池辺己実夫議員、１２

番守屋常雄議員、１４番小松崎 伸議員、１６番遠藤憲子議員、２１番柳井哲也議員の以上１

１名の議員を指名し選任します。 

 なお、予算特別委員会の委員長及び副委員長の互選のため、委員会条例第１０条第１項の規

定により、議長において、予算特別委員会を本日本会議終了後、直ちに招集しますので、委員

は議員会議室に御参集ください。 

 

予算特別委員会委員 

委 員 藤 田 尚 美 委 員 長 田 麻 美 

委 員 山 本 伸 子 委 員 須 藤 京 子 

委 員 黒 木 のぶ子 委 員 甲 斐 徳之助 



 

委 員 池 辺 己実夫 委 員 守 屋 常 雄 

委 員 小松崎   伸 委 員 遠 藤 憲 子 

委 員 柳 井 哲 也   

 

 次に、日程第３２、議案第２９号の１件を議題といたします。 

 ここで、２１番柳井哲也君に申し上げます。地方自治法第１１７条の規定により、除斥とな

りますので退席願います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第２９号 牛久市等公平委員会委員の選任について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 議案第２９号は、牛久市等公平委員会の委員の選任についてでありま

す。 

 本件は、現公平委員会委員であります栁井三郎氏が本年３月３１日をもって任期満了となる

ため、引き続き選任しようとするものであります。 

 栁井氏は、識見、人格ともにすぐれた方であり、公平委員会委員として適任者であると確信

し、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 なお、今回の選任に当たり、栁井氏の任期は平成３３年３月３１日までとなります。 

 何とぞ御同意のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（市川圭一君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第２９号について質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 以上で議案第２９号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２９号の１件については、会議規

則第３７条第３項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２９号の１件については、常

任委員会付託を省略することに決定いたしました。 



 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより、議案第２９号について採決いたします。 

 議案第２９号、牛久市等公平委員会委員の選任について。本案はこれに同意することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（市川圭一君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決しまし

た。 

 ここで、２１番番柳井哲也君の入場を許します。 

 次に、日程第３３、意見書案第１号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１号 年金の最低保障機能の強化等を求める意見書の提出について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。７番杉森弘之君。 

      〔７番杉森弘之君登壇〕 

○７番（杉森弘之君） 意見書案を読み上げまして、提案にかえさせていただきます。 

 意見書案第１号、年金の最低保障機能の強化等を求める意見書（案） 

 国民の老後不安を軽減するため、安定した年金制度の構築によって失われた年金制度への信

頼を取り戻すことが求められています。国民の老後不安の解消は、冷え込んでいる国民の消費

マインドを上向かせる効果も期待できることから、年金制度改革は景気対策としても有効であ

ると考えられます。 

 しかし、政府が提出し、平成２８年１２月に成立した「公的年金制度の持続可能性の向上を

図るための国民年金法等の一部を改正する法律」は、国民の老後不安を助長するものとなって

います。 

 最大の問題は、年金給付の抑制を強化する新しい年金改定のルールであります。この改定ル

ールが適用されると、物価が上がっても、賃金が下がれば年金水準が下がることになります。

下がった年金水準は物価に追いつくことがなく、受給開始後の年金の実質価値が一方的に下が

り続けることになり、年金受給者の生活が立ち行かなくなるおそれがあります。 



 

 将来の基礎年金は、マクロ経済スライドによって所得代替率で見て約３割減ることが見込ま

れています。政府は新しい改定ルールの導入目的を将来世代の年金水準を確保するためと説明

していますが、将来世代の年金へのプラスの影響はわずかなものにすぎません。また、このル

ールは将来世代の年金にも適用されるため、将来世代の年金給付も抑制されるおそれがありあ

ります。 

 よって、本議会は政府に対し、次の事項を強く要望します。 

記 

 １．平成３１年財政検証に向けて、新たな年金改定ルールが適用されるケースも含め、現実

的かつ多様な経済前提のもとで年金の将来推計を示す準備を進めること。 

 ２．年金の最低保障機能を強化して生活していける年金水準を確保するとともに、世代間公

平を向上させるため、年金制度の改革に取り組むこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 

 以上です。 

○議長（市川圭一君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第３４、意見書案第２号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第２号 児童扶養手当の拡充を求める意見書の提出について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。８番須藤京子君。 

      〔８番須藤京子君登壇〕 

○８番（須藤京子君） 提案理由を述べる前に、１カ所、最初に訂正をお願いいたします。 

 中段の最後の行で、月額が書かれておりますけれども、その金額を４万２，３３０円という

ことで訂正をお願いいたします。 

 それでは、提案理由を述べさせていただきます。意見書の朗読をもってかえさせていただき

ます。 

 意見書案第２号、児童扶養手当の拡充を求める意見書（案） 

 子供は未来の主人公であり、社会の希望である。誰もが子供たちの健やかな成長を願ってい

る。しかし、子供の貧困率は過去最悪の１６．３％（２０１２年）になり、深刻な状況である。

中でも、ひとり親世帯の貧困率は５４．６％に及び、見過ごせない実態となっている。就労収

入が２００万円以下の母子世帯は６４％を占め、ひとり親家庭子育てへの経済的支援は緊急な

課題である。 

 児童扶養手当法の大もとに日本国憲法第２５条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度



 

の生活を営む権利」と「生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

に努めなければならない」との生存する権利をうたった条文がある。ところが、現在の児童扶

養手当は、上限が月４万２，３３０円ととても生活できる金額であるとは言えない。 

 とりわけ、さまざまな事情により祖父母が養育している場合、「児童扶養手当法」の一部改

正により、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当が受給できるよ

うになったものの、年金との併給は認められていない。 

 よって、政府においては、ひとり親家庭の命綱である児童扶養手当の拡充に向け、下記のと

おり措置を求める。 

記 

 １．児童扶養手当の支給額の引き上げを図ること。 

 ２．児童扶養手当を支給開始５年後に半減する措置は中止すること。 

 ３．児童扶養手当と年金との併給支給を認めるなど抜本的改善を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（市川圭一君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第３５、意見書案第３号及び日程第３６、意見書案第４号の２件についてを議題

といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第３号 子どもの医療費助成事業の拡充を求める意見書の提出について 

 意見書案第４号 「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」創設に反対する意見書の提出につい

て 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。１６番遠藤憲子君。 

      〔１６番遠藤憲子君登壇〕 

○１６番（遠藤憲子君） それでは、意見書案第３号、子どもの医療費助成事業の拡充を求め

る意見書（案） 

 厚生労働省が発表した２０１５年度合計特殊出生率は１．４６となり、１９９４年の１．５

０以来２１年ぶりの高水準となった。しかし、人口を維持するのに必要な２．０８への回復は

依然として困難で大きな課題となっている。 

 少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子どもの健

全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸

念される。こうしたことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要施



 

策となっている。 

 子ども医療費助成制度は、公的医療保険制度を補完する施策として全国に広がり、子供の健

全育成と児童福祉の向上に大きな役割を果たしている。また、アトピー性皮膚炎、小児喘息な

ど長期療養を要する病気も増加している中、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保す

る上で医療費助成制度は極めて重要な役割を担っている。 

 ところで、厚労省は、子ども医療費の窓口無料化実施の市町村に対し、国民健康保険に対す

る国庫負担の減額調整措置をとるペナルティーを科してきたが、今般、就学前の減額措置につ

いて廃止方針を打ち出した。全国の自治体・医療関係者等を初めとする国民運動と世論に推さ

れたものであり、一歩前進である。 

 本県においては、全国の運動と連携して長年県民運動が進められている。そうした世論と運

動が実り、子ども医療費助成は３１自治体が外来・入院とも中学３年生までとし、１１自治体

（入院のみ１自治体含む）は高校３年生までとしている。さらに、３３自治体が所得制限を撤

廃している。子供を安心して育てることができるよう、より一層の支援策を拡充することが求

められる。 

 よって、茨城県においては、子供の医療費助成事業を入院・通院とも高校卒業まで実施する

とともに、所得制限、自己負担を撤廃されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、意見書案第４号「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」創設に反対する意見書

（案） 

 政府は、「テロ等組織犯罪準備罪」という口実で、実施の犯罪行為がなくても、話し合いや

相談、計画をしただけで犯罪とみなす「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」を創設しようとし

ている。どのような相談や計画が犯罪になるかは、捜査機関の裁量に委ねられ、国民の思想や

内心まで処罰の対象とする違憲立法である。今でも大分県警別府署による労働組合事務所の監

視など不当な捜査が行われているが、「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」によって捜査機関に

よる市民生活全体への監視・盗聴が横行することになる。そのため、「テロ等組織犯罪準備罪

（共謀罪）」の創設は、過去３回にわたって国民の反対で葬られてきたのである。 

 「テロ対策」を口実にしているが、テロとは全く関係のない通常の犯罪も対象としている。

既に日本は、テロ防止のための１３本の国際条約を締結し、それに基づく国内法も整備されて

いる。このもとで、改めて「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」を創設することは、秘密保護

法、安保法制＝戦争法を初め、安倍政権による「戦争する国」づくりをさらに進めるためであ

り、現代版「治安維持法」ともいうべきものである。 

 よって、政府においては、「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」を創設しないことを求める。 



 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 以上です。 

○議長（市川圭一君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第３７、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（市川圭一君） お諮りいたします。 

 あす３日ないし５日は、議案調査及び土日のため休会といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、あす３日ないし５日は休会とするこ

とに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時５１分散会 


